
 

大津市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則 

平成２８年６月２９日 

規則第７０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３

号。以下「法」という。）の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施

行令（平成２８年政令第８号）及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則

（平成２８年国土交通省令第５号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更） 

第２条 省令第１３条の規定により省令第５条（省令第９条第２項において読み替えて準用する

場合を含む。次項において同じ。）の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けよ

うとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請書（様式第１号）

の正本及び副本に、それぞれ省令第３条第１項に規定する図書及び建築物エネルギー消費性能

計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類（当該直前の建築

物エネルギー消費性能を受けた所管行政庁が市長である場合には、同項に規定する図書（変更

に係る部分に限る。））を添えて、市長に申請しなければならない。（特定建築物についての

報告） 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が省令第５条の軽微

な変更に該当していると認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施

行規則第１３条の規定による軽微変更該当証明書（様式第２号）に同項の副本及びその添付図

書を添えて当該申請をした者に交付するものとする。 

（法第１０条第１項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない

建築物についての報告） 

第３条 法第１５条第１項の規定による報告は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律第１０条第１項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない

建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書（様式第３号）により行うも

のとする。 

（要確認特定建築行為又は要通知特定建築行為の工事を取りやめる旨の申出） 

第４条 法第１１条第３項又は第１２条第４項の規定による通知書の交付を受けた者は、当該通



 

知書に係る要確認特定建築行為又は要通知特定建築行為の工事を取りやめようとするときは、

遅滞なく、要確認特定建築行為又は要通知特定建築行為の工事を取りやめる旨の申出書（様式

第４号）により市長に申し出なければならない。 

（法第１０条第１項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない

建築物に係る基準適合命令等） 

第５条 法第１３条第１項の規定による命令は、基準適合命令書（様式第５号）により行うもの

とする。 

２ 法第１３条第２項の規定による要請は、基準適合要請書（様式第６号）により行うものとす

る。 

（建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知の取下げ） 

第６条 法第１１条第１項若しくは第２項の規定による提出又は法第１２条第２項若しくは第３

項の規定による通知をした者は、当該提出又は通知を取り下げようとするときは、建築物エネ

ルギー消費性能確保計画（提出・通知）取下届（様式第７号）を市長に提出しなければならな

い。 

（建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請書に添付する図書） 

第７条 省令第２０条第１項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりと

する。 

（１） 共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。）又は複合

建築物である場合にあっては、住宅の規模等を示す建築物別概要書（様式第８号） 

（２） その他市長が必要と認める図書 

（建築基準関係規定への適合に係る審査の申出等） 

第８条 法第３０条第２項（法第３１条第２項において準用する場合を含む。）の規定による申

出を行う者は、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第６条の３第１項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準

に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第７項に規定する適合判定通

知書（以下「適合判定通知書」という。）又はその写しを市長に提出しなければならない。 

２ 法第３０条第３項（法第３１条第２項において準用する場合を含む。次項において同じ。）

の規定による通知は、建築物エネルギー消費性能向上計画（変更）通知書（様式第９号）に建

築基準法第６条第１項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により適合判定通知書又はその写しが提出されたときは、当該適合判



 

定通知書又はその写しを法第３０条第３項の規定により通知した建築主事に送付するものとす

る。 

（認定をしない旨の通知） 

第９条 市長は、法第３０条第１項（法第３１条第２項において準用する場合を含む。）の認定

をしないときは、認定をしない旨の通知書（様式第１０号）により、当該認定の申請をした者

に通知するものとする。 

（エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況についての報告） 

第１０条 法第３２条の規定による報告は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の

新築等状況報告書（様式第１１号）により行うものとする。 

（建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しの通知） 

第１１条 市長は、法第３４条の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消

したときは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消通知書（様式第１２号）により、

当該取消しに係る認定建築主（法第３１条第１項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。）

であった者に通知するものとする。 

（建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更） 

第１２条 省令第２８条の規定により省令第２５条の軽微な変更に該当することを証する書面の

交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明申請書（様

式第１３号）の正本及び副本に、それぞれ省令第２６条において読み替えて適用する省令第２

０条第１項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が省令第２５条の軽

微な変更に該当していると認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則第２８条の規定による軽微変更該当証明書（様式第１４号）に前項の申請書の副本及

びその添付図書を添えて当該申請をした者に交付するものとする。 

（エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事完了報告） 

第１３条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能

の一層の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、認定建築物エネル

ギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等が完

了した旨の報告書（様式第１５号）を市長に提出しなければならない。 

（エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出等） 

第１４条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能



 

の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、認定建

築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の

新築等の工事を取りやめる旨の申出書（様式第１６号）により市長に申し出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該認定に係る建築物エネルギー消費性能

向上計画の認定を取り消すものとする。 

３ 第１１条の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。 

（改善命令） 

第１５条 法第３３条の規定による命令は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエ

ネルギー消費性能の一層の向上のための建築物に係る改善命令書（様式第１７号）により行う

ものとする。 

（建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請の取下げ） 

第１６条 法第２９条第１項又は省令第２６条の規定による申請をした者は、当該申請を取り下

げようとするときは、建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定申請取下届（様式第１８号）

を市長に提出しなければならない。 

（認定建築主の変更） 

第１７条 認定建築主が、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能

の一層の向上のための建築物又は住戸を譲受人に譲り渡したときは、当該認定建築主又は譲受

人は、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を、市長に届け出なければ

ならない。 

２ 前項の規定による届出は、名義変更届（様式第１９号）に当該認定建築物エネルギー消費性

能向上計画に係る認定書を添えて行うものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる 



 

４ 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部

を改正する法律（令和４年法律第69号）附則第２条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる同法第２条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に規

定する講ずべき措置に係る改正前の大津市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行細則に規定する事務については、なお従前の例による。 

 


